
事  務  連  絡            

平成２６年９月１８日  

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 事 務 局  御中 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定 

を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

 

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

 

 

新たな貸切バスの運賃・料金制度の周知について（依頼） 

 

 「貸切バス選定・利用ガイドライン」の一部改定については、平成２６年４月

３０日付け事務連絡にて周知を依頼しているところですが、このたび、国土交通

省より別紙１のとおり、再度の周知依頼がありましたのでお知らせします。 

 貸切バス事業者は、この新たな運賃・料金制度により運賃・料金を収受するこ

ととなります。貸切バス事業者が、利用者の安全に関わる費用（安全コスト）を

運賃・料金に適切に反映し、安全・安心な輸送サービスを提供するために導入さ

れたものですが、学校の遠足や修学旅行などで貸切バスを利用する際に影響が生

ずる可能性がありますので、添付のチラシも御活用のうえ、新たな制度の周知に

御協力いただけますようお願いします。 

 なお、各都道府県教育委員会学校安全主管課においては域内の市町村教育委

員会及び所管の学校に対し、各指定都市教育委員会学校安全主管課においては

所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課においては所轄の私立学校に対

し、附属学校を置く各国立大学法人事務局においては所管の附属学校に対し、

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置

会社担当課においては所轄の学校に対し、お知らせいただくようお願いします。 

 

 

 【問合せ先】 

○通知に関すること  

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課学校安全係 

  tel：03-5253-4111(2917)  fax：03-6734-3794 

○「ガイドライン」及び「運賃・料金制度」に関すること 

 地方運輸局・運輸支局（別紙２参照） 

 



貸切バスの運賃・料金制度が新しくなりました！！

国土交通省では、高速ツアーバス事故を踏まえて貸切バスの構造的な問題の改善に取り組んで
おり、その一環として、平成２６年４月１日より新たな貸切バスの運賃・料金制度を実施しました。

新しい運賃・料金制度は、利用者の安全に関わる費用(安
全コスト)を適切に反映するために導入するものです。

安全コストが適切に反映された運賃・料金を収受すること
により 貸切バス事業者は 安全・安心な輸送サービスを提

安全で良質

により、貸切バス事業者は、安全・安心な輸送サ ビスを提
供することができます。

ご利用者

な商品を
選びたい。

安全・安心な
輸送サ ビスの提供

旅行代金の
お支払い

バス会社

旅行会社

輸送サービスの提供
お支払い

安全・安心な輸送サービス
を提供するための、貸切バ
スの新しい運賃・料金制度

安全コストが適切
に反映された運賃
・料金の支払い

安全な輸送を確実に
お客様に提供します！

国土交通省

・料金の支払い 良質な商品を提供
するため安全なバス
会社を選択します！



新制度による適正な運賃料金とは？

運賃は、左下の図のとおり「時間制運賃」と「キロ制運賃」を合算した、
「時間・キロ併用制運賃」となりました。

変更命令の審査を必要としない運賃・料金の額の範囲

料金は、深夜早朝運行・交替運転手を配置した時などに発生します。
標準的な運賃・料金※は、右下のとおり各運輸局ごとに定められ、バス
会社の繁忙・閑散期により巾があり、その範囲内となります。

※バス会社が運輸局へ運賃・料金を届出する際、審査を必要とされない範囲内の額

時間・キロ併用制運賃方式 変更命令の審査を必要としない運賃 料金の額の範囲
平成26年3月26日 国土交通省関東運輸局長公示の例

関東運輸局

上限額 下限額

運
賃

キロ制運賃
（１㎞当たり）

大型車 170 120

中型車 150 100

小型車 120 80

大型車

（単位：円）

時間・キロ併用制運賃方式

賃
時間制運賃
（１時間当たり）

大型車 7,680 5,310

中型車 6,480 4,490

小型車 5,560 3,850

料
金

交替運転者
配置料金

キロ制料金
（１㎞当たり）

40 30

時間制料金
（１時間当たり）

3,080 2,130

時間制運賃及び交替

出
庫
前

出庫
帰
庫
後

帰庫降車乗車 大型車を利用・上限額 で算出（税別）

時間制運賃7,680円×14時間※１ ＋
キロ制運賃170円×110km※２ ＝126 220円

金

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替
運転者配置料金（時間
制料金）の２割以内

特殊車両割増料金 運賃の５割以内

〈
運点

呼
等

走行時間： 11時間30分
出庫前帰庫後点検時間：2時間

走行距離：60km
回送距離：50km

点
呼
等

営
業
所

18:30

到
着
地

25km

16:00

目
的
地

30km30km

配
車
地

9:00

25km

営
業
所

7:00

キロ制運賃170円×110km ＝126,220円

大型車を利用・下限額 で算出（税別）

時間制運賃5,310円×14時間※１ ＋
キロ制運賃120円×110km※２ ＝ 87,540円

運
賃
算
出
の
例

〉
上限額126,220円と下限額87,540円の

範囲内で運賃を決定します
運賃計算時間： 13時間30分 運賃計算距離： 110km

※１ ３０分以上は１時間に切り上げ ※２ １０㎞未満は１０㎞に切り上げ

貸切バスを選定・利用する際は、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用
ガイドライン」をご活用ください。
本ガイドラインでは、安全な貸切バスを選定・利用する際のポイントを示しています。
安全にも十分留意した選定・利用をお願いいたします

〉 範囲内で運賃を決定します。

【本制度に関するお問い合わせ先】

国土交通省自動車局旅客課バス産業活性化対策室 電話０３－５２５３－８１１１（内線４１２５２）

各地方運輸局自動車交通部旅客（第一）課、沖縄総合事務局運輸部陸上交通課若しくは最寄りの運輸支局

安全にも十分留意した選定・利用をお願いいたします。

○国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html）



                                           事 務 連 絡 

平成２６年９月１日 

 

文部科学省 スポーツ・青少年局 

学校健康教育課 御中 

 

 

国土交通省 自動車局旅客課 

 

 

新たな貸切バスの運賃・料金制度の周知について（依頼） 
 

 

 貸切バスの運賃・料金については、本年４月に新たな貸切バスの運賃・料金制度に

移行したことに伴い、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライ

ン」について、全国の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等に対して周知いただい

たところです。 

貸切バス事業者は、この新たな運賃・料金制度により運賃・料金を収受することと

なるため、学校の遠足や修学旅行などで貸切バスを利用する際に影響が生ずる可能性

があります。 

これまで、御省のご協力を頂きながら、新たな制度の周知に努めてきておりますが、

学校関係者の方々に対してより一層の周知を図りたいと考えており、今般、周知用の

チラシ（別紙）を作成致しました。 

つきましては、当該チラシについて、全国の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校

等に対して配布いただき、新たな貸切バスの新運賃・料金制度の周知徹底にご協力い

ただきますようお願いいたします。 

ご不明な点などがございましたら、各都道府県等の教育委員会や学校関係者の方々

より別添の運輸局及び運輸支局にお問い合わせ頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

〔お問合せ先〕 

              国土交通省自動車局旅客課バス産業活性化対策室 高瀬、岡部 

              ℡03-5253-8111（代） 内線 41-224、41-252 

m-nakade
別紙１



011 - 290 - 2741 06 - 6949 - 6445

札幌 運輸支局 011 - 731 - 7167 大阪 運輸支局 072 - 822 - 6733

函館 運輸支局 0138 - 49 - 8863 京都 運輸支局 075 - 681 - 9765

旭川 運輸支局 0166 - 51 - 5272 奈良 運輸支局 0743 - 59 - 2151

室蘭 運輸支局 0143 - 44 - 3012 滋賀 運輸支局 077 - 585 - 7253

釧路 運輸支局 0154 - 51 - 2514 和歌山 運輸支局 073 - 422 - 2138

帯広 運輸支局 0155 - 33 - 3286 078 - 453 - 1104

北見 運輸支局 0157 - 24 - 7631 082 - 228 - 3436

022 - 791 - 7529 広島 運輸支局 082 - 233 - 9167

青森 運輸支局 017 - 739 - 1502 鳥取 運輸支局 0857 - 22 - 4120

岩手 運輸支局 019 - 638 - 2155 島根 運輸支局 0852 - 37 - 1311

宮城 運輸支局 022 - 235 - 2515 岡山 運輸支局 086 - 273 - 2113

秋田 運輸支局 018 - 863 - 5813 山口 運輸支局 083 - 922 - 5336

山形 運輸支局 023 - 686 - 4712 087 - 835 - 6363

福島 運輸支局 024 - 546 - 0343 徳島 運輸支局 088 - 641 - 4811

045 - 211 - 7245 香川 運輸支局 087 - 882 - 1357

茨城 運輸支局 029 - 247 - 5244 愛媛 運輸支局 089 - 956 - 1563

栃木 運輸支局 028 - 658 - 7011 高知 運輸支局 088 - 866 - 7311

群馬 運輸支局 027 - 263 - 4440. 092 - 472 - 2521

千葉 運輸支局 043 - 242 - 7335 福岡 運輸支局 092 - 673 - 1191

埼玉 運輸支局 048 - 624 - 1835 佐賀 運輸支局 0952 - 30 - 7271

東京 運輸支局 03 - 3458 - 9233 長崎 運輸支局 095 - 839 - 4747

神奈川 運輸支局 045 - 939 - 6801 熊本 運輸支局 096 - 369 - 3155

山梨 運輸支局 055 - 261 - 0880 大分 運輸支局 097 - 558 - 2107

025 - 285 - 9154 宮崎 運輸支局 0985 - 51 - 3952

新潟 運輸支局 025 - 285 - 3124 鹿児島 運輸支局 099 - 261 - 9192

長野 運輸支局 026 - 243 - 4603 098 - 866 - 1836

富山 運輸支局 076 - 423 - 0893

石川 運輸支局 076 - 291 - 7853

052 - 952 - 8035

愛知 運輸支局 052 - 351 - 5312

静岡 運輸支局 054 - 261 - 2898

岐阜 運輸支局 058 - 279 - 3714

三重 運輸支局 059 - 234 - 8411

福井 運輸支局 0776 - 34 - 160１

運輸局・運輸支局

北海道運輸局

中部運輸局

北陸信越運輸局

関東運輸局

東北運輸局

沖縄総合事務局

運輸局・運輸支局 電話番号

地方運輸局・運支局等の連絡先一覧

電話番号

近畿運輸局

神戸運輸監理部兵庫陸運部

中国運輸局

四国運輸局

　

九州運輸局

m-nakade
別紙２


